
とっとり環境イニシアティブプラン（素案）に係る
パブリックコメントの実施結果について

１ パブリックコメントの募集期間
平成２４年１月４日から１月２７日まで

２ 応募のあった意見の概要
① 意見件数：１２１件（４１名）

＊プロジェクトチーム、ワーキンググループ及び環境審議会委員等の意見を含む
② 主な意見と対応：

主な意見の概要 対応方針
【エネルギーシフト】
○再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの導入加速 ○地域住民や企業の理解が重要であること及び県
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入主体として期待される地域 民が主体となった発電事業の支援について追記。
住民や企業への理解が重要で、「市民共同発電 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの導入が加速され、小規模分散
所の推進」を追加することで、設置が加速する。 型地域内ｴﾈﾙｷﾞｰ供給とそのﾈｯﾄﾜｰｸが構築され、大
・目指す将来の姿の図について、大規模な地域間 規模集中型電源との連系による安定したｴﾈﾙｷﾞｰ供
ｴﾈﾙｷﾞｰ供給管理と、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを中心とし 給体制が構築されていることを追記。
た小規模分散型ﾈｯﾄﾜｰｸの２段構造について説明
が不足している。
○新たな仕組みや技術の創出 ○県内外の企業、高等教育機関等との共同研究支
・高等教育機関の活用・連携強化について明確に 援及び、産学官ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ連携推進会議やとっと
記載すべき。 りﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを通じ産学金官の連携を強化し人材
・ｴﾈﾙｷﾞｰの地産地消や県内の技術育成の視点のみ 交流を支援することを追記。
でなく、優れた技術を持った企業を誘致して、 県内の技術育成と共に、県外の優れた技術を有
県内企業と共同研究開発を行い県外へ売り込ん する企業を誘致し、県内企業と共同して研究開発
でいくことが有効。 することで製品を県外へ売り込めるように産学金

官が連携して支援することを追記。
【環境実践の展開】
○環境教育等のあり方について ○地球温暖化防止活動推進ｾﾝﾀｰやとっとり環境ﾈｯﾄ
・様々な世代や立場の県民が集まり、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを ﾜｰｸを中心に、各市町村、各教育委員会及び高等
行い議論の場を創出し、「ﾊﾞｯｸｷｬｽﾄ思考」や「ま 学術機関等と連携強化し、意見交換を行いながら、
ちづくり」のﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝのもとに「鳥取県のある 環境教育・学習や具体的な環境実践行動につい
べき姿」を明らかにしていくべき。 て、効率的、効果的かつ県民運動的な取組の推進
・環境教育の拠点がない。県内の教育施設の情報 を図る。
集約、環境教育ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、環境教育 そうした意見交換の中で、「鳥取県のあるべき
関係の資料収集･提供ができる拠点について議 姿」、「環境教育の拠点作り」及び「教育現場や高
論が必要。 等教育機関との連携」等についてのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなど

を開催し、議論を進めていくよう検討。
○ｴｺﾎﾟｲﾝﾄに関する構築提言 ○県民や事業者が実施主体となり自主的な取組を
・省ｴﾈは企業･世帯の協力が必要で、ｴｺﾎﾟｲﾝﾄや減 図る「鳥取県版ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ制度」を構築し、県はそ
税を絡めもっと協力が得られやすい施策が必要。 の普及促進を図る。その上で今後さらなる取組拡
・ｴｺﾎﾟｲﾝﾄについて、ﾌｧﾝﾄﾞ（基金）のようなもの 大について検討。
があればいい。
・家庭のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の削減のためｴﾈﾙｷﾞｰ診断を
実施し、目標達成した家庭には助成等をすべき。
○ＥＶﾀｳﾝについて ○県はＥＶ･ＰＨＶﾀｳﾝに選定されており、その概
・鳥取県はＥＶ･ＰＨＶﾀｳﾝに選定されているの 要及び2014年にＥＶの普及目標を1,800台、2020
で、その概要や導入目標を追記できないか。 年に18,000台としていることなどを明記。
【循環社会】
○入口対策（ごみの効率的回収と量の確保） ○来年度、市町村枠を越えた圏域ﾚﾍﾞﾙでｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ
・４Ｒを推進するには廃棄物の分別を見直し、併 に向けた検討を行うが、その中で新たな分別と処
せて施設整備する必要がある。 理の両面からﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑの構築を検討。
○出口対策（ﾘｻｲｸﾙ製品の利用拡大） ○地域の実情・廃棄物の特性に応じたごみ減量ﾘｻｲ
・生ごみの液肥化は各地域で取組が進んできた ｸﾙｼｽﾃﾑの構築を推進し、液肥の活用も幅広く検討。
が、液肥の活用を検討する必要がある。
○低炭素社会との調和 ○紙おむつなど廃棄物の燃料化を進めると共に、
・焼却熱の有効利用を検討していくべき。 廃棄物処理法改正で創設された熱回収施設設置者

認定制度の円滑な運用を図り、ｴﾈﾙｷﾞｰ利用を推進。



○ﾘｻｲｸﾙ産業の育成 ○本県ではｶﾞﾗｽ、ﾊﾞｲｵﾏｽ分野で複数の研究開発が
・産業技術ｾﾝﾀｰや県内企業で開発された技術ｼｰｽﾞ 実施されており、ﾘｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄや農業地域である特
や製品の蓄積が相当あると思うが、今後どうし 徴等を活かしつつ、ﾌﾞﾗｳﾝ管ｶﾞﾗｽの無害化、蛍光
た分野の技術・製品の開発や「産業化」を進め 管ﾘｻｲｸﾙ、ﾘﾝ酸吸着発泡ｶﾞﾗｽ製造やﾊﾞｲｵﾏｽのｴﾈﾙｷﾞ
ていくのかｲﾒｰｼﾞがわきにくい。 ｰ化の技術など、この中で独自性、新規性の高い

技術を起点に産業化に繋げていく。
【安全・安心】
○大気･水･土壌環境の保全と地下水の適正管理 ○本県の窒素酸化物や浮遊粒子状物質等の自動車
・鳥取県での自動車排ガスの環境規制の導入を検 に起因する大気汚染物質の環境基準達成状況は概
討し、排ガス抑制をすべき。 ね良好で、新たな規制導入は必要ないものと考え
・畜産ふん尿のたれ流し等による水質･土壌汚染 る。
について適切な管理体制で取組んでほしい。 水質汚濁防止法の特定施設に該当する一定規模

以上の施設は、届出に基づき適正な指導等を行っ
ている。

【自然共生】
○三大湖沼の浄化と利活用の推進 ○H24年度から県衛生環境研究所において、分かり
・CODのみの環境評価には疑問があり、東郷湖と やすい新たな水質指標づくりに取組むこととして
その周辺の豊かな自然環境を守り･育てるため おり、その旨を追記。
の新たな指標･視点が必要。
○生物多様性･健全な自然生態系の保全 ○鳥獣被害対策は野生動物の生息環境の再生保全、
・農山村地域における獣による被害（人的･農産 侵入防止対策及び個体数を減らす対策の複合的実
物）は深刻で、このことを直視した対策を。 施を基本としている。
・県は自然共生･希少動物保護を謳いながら、具 人間と軋轢を生じる野生動物（ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ等）は、
体的方策を示さないか、矛盾した活動をしてい 生息状況の把握を行い保護管理計画を適宜見直し
る。動植物の生命尊重・生命の営みの保証が環 ながら、個体数管理（猟期の見直し、殺処分の基
境立県の最大条件。 準見直し等）や被害防除の取組を行っている。
・外来種ﾍﾟｯﾄの登録による繁殖監視や外来種進入 ﾍﾟｯﾄの繁殖･販売及び人の生命等に害を加えるお
禁止措置等、県独自で規制してはどうか。 それがある動物等の飼養･保管は必要な法規制が

なされており、個人に対してこれ以上の規制は困
難であり県独自の規制導入は考えていない。

○農地、森林等の持つ環境保全機能の回復 ○農地は、農業生産･地下水かん養･環境保全･教育
・農地の多面的機能に関する記載がなく農村地域 啓発･景観形成･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの場などの多面的機能を
の機能消失が危惧される。未使用農地の環境保 持ち、その保全は安全な農作物の生産･提供にも
全につながる利用対策が優先されるべき。 つながることから、その旨を追記する。未使用農
・間伐材運搬の補助制度、竹の効用を活かした研 地は農薬･化学肥料を長年使用しておらず、有機
究等により森林･竹林の活用が促進されるので 農業耕作地として活用しやすいという観点もあ
はないか。林業機械にｴｺな機材を導入してはど り、既存事業を活用して耕作放棄地等の解消を図
うか。 りたい。

間伐材搬出費用の助成、竹材利用の先導的な取
組（調査･研究）等に対する支援は既に行ってお
り、今後とも積極的に実施したい。環境配慮型の
大型林業機械の普及は、技術開発状況等を勘案し
つつ検討したい。

【景観・快適さ】
○美しい景観の保全と創造 ○ﾌﾟﾗﾝの対象には農山村の集落も含んでおり、よ
・農村の景観は県の宝で、まちづくりも大事だが、 り分かりやすくなるよう、追記する。
むらづくりも重要。多様な意見を踏まえ、きれ 地域住民、活動団体等の意見を踏まえ、市町村
いな景観にしてもらいたい。 と連携して、良好な景観の保全と創造に努める。
○歴史的、文化的街なみの保存と整備 ○市町村と連携して魅力的な街なみ環境整備を促
・県の宝（めだま）を作ってもらいたい。 進し、歴史的・文化的な街なみの保存・活用を進

める。
【全体・その他】
○ﾌﾟﾗﾝ作成が目的ではない。県の自然がいつまで ○作成したﾌﾟﾗﾝの実現に向けた取り組みを推進し
も豊かで経済発展もあり、安全安心して暮らす ていく。
為にﾌﾟﾗﾝの実現を希望。
○ﾌﾟﾗﾝ策定後、県民への周知（ＰＲ）が大切。一 ○今後、ﾌﾟﾗﾝの要約版を作成していくとともに、
般に周知協力を求めるものとして、分かりやす 各種媒体やｲﾍﾞﾝﾄを利用して、周知・啓発を図っ
い言葉や図･ｸﾞﾗﾌ等で仕上げるﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版などが ていく。
有効。


